仕　様　書　（案）
１　委託事業名
　　　熊本市子育て世帯訪問支援事業業務委託
２　業務の目的
　　　家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員等が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
３　履行場所
　　　熊本市長から派遣決定を受けた家庭の居宅及び当該家庭が援助を必要とする場所
４　履行期間

令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）３月31日
５　業務の内容
（１）対象者
熊本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、居住する区の区役所保健こども課（以下「保健こども課」という。）が支援を依頼するもの。
1 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
2 支援を要するヤングケアラー（障害又は疾病等により援助を必要とする家族等に対して家事その他の家族等の世話を日常的に行っている１８歳未満の児童をいう。）や食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
3 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
4 前各号に掲げるもののほか、その他熊本市長が本事業による支援が必要と認める者
（２）支援内容
受託者は、対象家庭を訪問し、子育て世帯訪問支援事業利用判定調査票（様式第2号）に基づき、次の①又②若しくは、①②を同時に行うことを基本に、家庭の状況に合わせて、以下の内容を包括的に実施すること。なお、訪問時には、熊本市長が発行する証明書を携行し、提示すること。

1 家事支援（食事準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等）
2 育児・養育支援（育児のサポート、保育所等の送迎等）
3 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言（保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。）
4 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
5 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握
※１回当たりの業務時間は、原則２時間以内とする。
（３）訪問期間及び回数
保健こども課が子育て世帯訪問支援事業利用判定調査票（様式第2号）を基に受託者と協議し、訪問期間及び回数等を決定するものとする。
（４）訪問結果の報告

受託者は、保健こども課からの依頼により支援を実施した場合は、子育て世帯訪問支援事業支援実施確認書（様式第11号）に必要事項を記載し、利用者から利用の確認を得た上で、当該月分を一括して翌月10日までに保健こども課に提出しなければならない。また、受託者は確認書の提出に併せて、子育て世帯訪問支援事業実施報告書（様式第12号）を保健こども課に提出しなければならない。
（5）事故発生時の対応
ア　受託者は、本業務中における事故の予防及び発生した事故について必要な措置を取らなければならない。（※傷害保険等に加入し対策をとること。）

また、事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について（令和７年３月21日こ成安第44号・６教参学第51号通知）」に従い、速やかに報告すること。また、損害賠償保険に加入するなど児童の事故に備えること。

イ　受託者は、業務の実施について本市に損害を与えたときは、直ちに本市に報告し、損害を賠償しなければならない。

ウ 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに本市に報告し、受託者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が本市の責に帰すべき事由によるときにはその限度において本市の負担とする。

エ 受託者は、受託者の責に帰さない事由による損害については、アからウの規定による賠償の責を負わない。
６　業務に従事する者
受託者は家事及び育児の支援を適切に実施するため、次に掲げる要件をすべて満たす訪問支援員を選定し、派遣すること。
（１）家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者

（２）以下のア～ウに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

ア　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

イ　児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）その他国民の福祉に関する法律（児童福祉法施行令（昭和23年政令第74令）第35条の5各号に掲げる法律に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ウ　児童虐待の防止等に関する法律（平成12 年法律第82 号）第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33 条の10 に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
（３）熊本市が定める子育て世帯訪問支援事業の研修を受けた者

７　委託料及び保護者負担額
委託料及び保護者負担額は、別表のとおりとし、各月毎にまとめて支払うものとする。なお、保護者負担額については、支援終了時に受託者が直接保護者から徴収するものとする。
　 ※現時点の案であり、令和８年３月末に確定する予定。

８　留意事項
（１）受託者は、本業務によって知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
（２）事業の実施にあたり、事業利用終了後も何らかの支援が必要と思われる利用者については、所管の保健こども課に連絡すること。
（３）仕様書に明記がない事項であって、業務に必要な事項が生じた場合には、遅滞なく本市（こども家庭福祉課）と協議の上決定するものとする。
別表
委託料の額及び保護者負担額
1 家事支援又は育児・養育支援費（訪問支援員１人１時間あたり）

	世　帯　区　分
	委　託　料
	保　護　者　負　担　額

	・生活保護世帯
・市町村民税非課税世帯
・市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯

	3,300円
	0円

	・その他世帯（市町村民税所得割課税額77,101円以上の世帯）

	2,970円
※ただし、支援開始日から最初の3か月間は、3,300円とする。

	330円
※ただし、支援開始日から最初の3か月間は、0円とする。


2 その他（次の項目については、保護者負担額は発生しない。）
	項　　目
	委　託　料

	家事支援又は育児・養育支援費（交通費等）
※支援のキャンセルが発生した場合を除く
	１回あたり　　　1,000円

	キャンセル料
	当日キャンセルの場合
	１回あたり　　1,500円

	
	前日キャンセルの場合
	１回あたり　　　550円

	ケース会議出席料（1回あたり）
	１回あたり　　3,500円

	事務費（訪問回数、キャンセルの回数及びケース会議出席の回数を含む）
	１回あたり　　　100円


未定稿


※R８年３月末確定予定








